
岐阜市福祉型児童発達支援センターみやこ園 

児童発達支援重要事項説明書 

 みやこ園における児童発達支援を提供するにあたり、社会福祉法第７６条に基づいて、

当園があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１ 事業者の概要 

事 業 者 の 名 称   岐阜市社会福祉事業団 

法 人 所 在 地 岐阜市都通 2 丁目 23 番地 

法 人 種 別 社会福祉法人 

代 表 者 氏 名 理事長 疋田 宗義 

電 話 番 号 （０５８）２５２－０９３６ 

 

２ 施設の目的と事業運営の方針 

施 設 の 種 類 福祉型児童発達支援センター 

施 設 の 目 的 障がい児の心身の発達の促進とその障がいの軽減ならびに保

護者への養育援助を目的とする。（児童福祉法第 43 条による

施設） 

施 設 の 名 称 みやこ園 

施 設 管 理 者 

氏 名 
森下 功 

電 話 番 号 （０５８）２５２－０４６０ 

F A X 番 号 （０５８）２５２－０４６５ 

事業運営の方針 障がいをもつ乳幼児が日常生活における基本的動作を習得

し、および集団生活に適応することができるよう、利用児の

身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適

切かつ効果的な支援を行う。また、関係機関との連携の中で

支援の充実を図る。 

開 設 年 月 日 平成２４年４月１日 

定      員 20 人 

 

３ 通常の事業の実施地域 

特別な事情がある場合を除き、岐阜県内の区域、言語発達遅滞児については岐阜市内の区

域とする。 

 

４ 主たる対象者 

聴覚障がいのある児童及び言語発達に遅れのある児童 

 



 

５ 施設の概要 

（１）施設 

建  物 

 

構  造   鉄筋コンクリート造５階建           

延べ床面積   ６３８．６６㎡             

敷地面積           ２２８４．６㎡（共同敷地）  

＊岐阜市福祉健康センターの３階のフロアーを使用 

 

 

（２）主な設備 

   設備の種類     室   数     面   積 

遊 戯 室         １   ５４．１２㎡ 

   観 察 室         １   ３０．４３㎡ 

   診 察 室         １   ３６．６１㎡ 

   聴 力 検 査 室         １   １８．２２㎡ 

   訓 練 室         ５   １２２．１７㎡ 

   相 談 室         １   ２９．６５㎡ 

   便   所         １   １４．３０㎡ 

   事 務 室         １   ３７．９２㎡ 

   調 理 室         １   ３２．８４㎡（共用） 

 

 

（３）職員体制 

職種 員数 

管理者 １名 

児童発達支援管理責任者 １名 

児童指導員 １名以上 

保育士 １名以上 

言語聴覚士 ４名以上 

医師 ３名（小児科１名、耳鼻科２名） 

事務員 １名 

 



６ みやこ園の開園日及び開園時間 

開 園 日 「岐阜市の休日を定める条例」に基づく市の休日を除く日 

ただし、岐阜市長が必要と認めるときは、変更することができます。 

 開 園 時 間 ８：４５～１７：１５ 

 

７ 事業の概要 

事業 の目的 聴覚障がい乳幼児の早期発見・早期療育及び言語発達遅滞児の療育 

提供する支援 基礎的発達、きこえと補聴器（聴覚障がい乳幼児のみ）、ことばとコ

ミュニケーションの支援を行う。また、聞こえにくさを理解した子

育て、ことばの発達を促す子育てをするための保護者支援を行う。 

 

８ 利用料金（1 月当たり） 

（１） 利用料金の算定 

区分 説  明 

使用料 

（代理受領を除く） 

・児童福祉法第２１条の５の３第１項に規定する指定通所支援に要し

た費用の額から、同条第２項により算定された額を差し引いた額とし

ます。 

食 費 

（聴覚障がい幼児の

み） 

食事提供加算Ⅰの家庭    ２７７円（１食あたり） 

食事提供加算Ⅱの家庭    ２２０円（１食あたり） 

上記に該当しない家庭    ３２４円（１食あたり） 

             以上の金額×食数／月 

保護者が希望する特

別なサービス 

実費 

（２）利用料金の支払い方法（使用料を除く） 

支払い単位 月々の利用日数に応じ月単位で請求します。 

請   求 翌月１０日までに、保護者に請求書を送付いたします。 

支払い期日 指定の口座から請求月の２７日に引き落とします。 

 

９ 苦情申し立て先 

 

当センターご利用相談

窓口 

相談窓口 苦情受付担当者 大島洋子    

相談時間 ８：４５～１７：１５（土、日、祝日、年末

年始を除く） 

受付方法 電話、来所、書面 

苦情受付箱を設置していますので、ご利用く

ださい。 

必要に応じて第三者委員の助言・立会を求め

ることができます。 



岐阜市役所  

障がい福祉課 

所在地 

電話番号 

受付時間 

岐阜市司町４０番地１ 

０５８－２６５－４１４１ 

８：４５～１７：３０（祝日及び 12 月 29 日

から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日） 

岐阜県運営適正化委員

会 

所在地 

電話番号 

受付時間 

岐阜市下奈良２－２－１県福祉農業会館６階 

０５８－２７８－５１３６ 

９：００～１７：００（祝日及び 12 月 29 日

から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日） 

 

１０ 虐待防止 

虐待防止に関する責任者 （管理者） 森下功 

虐待防止のための対策 ・利用児や利用者支援をきめ細かく行うことにより、障がい児

に対する虐待の未然防止と発生時の迅速な対応を行います。 

・職員を対象に虐待の防止啓発の研修会を実施します。 

 

１１ 緊急時及び事故発生時の対応 

 現に事業の提供を行っている時に利用児に病状の急変が生じた場合や事故が発生した場

合、その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関若しくは、利用児の主治

医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用児の家族に報告します。 

 １）協力医療機関 

医療機関名 すこやかこどもクリニック 診療科 小児科 

所在地 岐阜市鹿島町５丁目１６番地 

代表者 渡邊宏雄 電話番号 ０５８－２５３－０１０８ 

２）利用児の主治医 

医療機関名  診療科  

所在地  

主治医  電話番号  

  

３）非常時の対応等 

非常時の対応 別途定める「岐阜市福祉健康センター消防計画」により、対応します。 

平常時の対応 別途定める「岐阜市福祉健康センター消防計画」により、年２回避難

訓練を園の指導時間の中で利用児及び保護者の方も参加して実施しま

す。 

防災設備 ・自動火災報知器  あり   ・誘導灯      あり  

・非常通報装置   あり   ・ガス漏れ報知器  あり 

・非常電源     あり 

カーテンは、防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 消防署への届出日  平成３０年５月１７日 

防火管理者     事務局 服部靖 



１２ 当センターをご利用の際に留意いただく事項 

設備、器具の使用 居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに

反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあ

ります。 

協力 利用にあたって、利用者は利用児の集団適応のために、支援者やその

集団を運営する機関との協力のもと、共に意欲的に取り組まれるよう

お願いします。 

連絡 事業の利用予定日に、欠席する場合は、みやこ園に連絡を入れてくだ

さい。また、事業の実施中の緊急事態を想定し、利用者は、常にみや

こ園からの連絡が付くようにご注意ください。 

 

 

 

私は、本書面に基づいて上記重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

 

 

                       令和   年   月    日 
 

             児  童  氏名               

 
保 護 者  住所                

 
     氏名                

                     

 

事 業 所 所在地 岐阜市都通 2 丁目 23 番地   
      岐阜市福祉型児童発達支援センター 

名 称  みやこ園        
管理者  森下 功       
説明者 
氏名             


